
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  住宅ローン控除の改正                   

Ｑ：平成28年度の税制改正で、住宅ローン

控除の取扱いが改正になっているそうですが、

どのようになったのですか？                                

                                              

Ａ：非居住者になった場合でも受けられる

ようになりました。 

【解説】 

平成28年度の税制改正では、住宅ローン控

除の適用対象者が「居住者」から「個人」に

改正されたことから、これまで適用対象とな

らなかった海外勤務者(非居住者)についても、

一定の要件を満たせば、適用が受けられるよ

うになりました。 

一定の要件とは、①住宅の取得等から６月

以内に生計を一にする親族が入居し、12月31

日まで引き続き居住していること、かつ、②

住宅の取得者も帰国後には入居することとな

っています。 

なお、海外勤務となる場合には、納税管理

人を定め、その納税管理人に確定申告を代行

してもらうことになります。 

納税管理人は、国内に住所を有する者で、

できるだけ納税者の納税地を所轄する税務署

の管轄区域内に住所を有し、その委任事務に

対し便宜を有する者から探すことになります。 

家族や税理士事務所でも問題ありません。 

なお、納税管理人の選任は、原則として、

出国の日までに届出をしなければなりません

が、出国後であっても特に問題ありません。 
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